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六
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平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

伊

吹

文

明

殿

衆
議
院
議
員
林
宙
紀
君
提
出
大
飯
原
発
運
転
差
し
止
め
訴
訟
判
決
に
対
す
る
政
府
の
見
解
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
林
宙
紀
君
提
出
大
飯
原
発
運
転
差
し
止
め
訴
訟
判
決
に
対
す
る
政
府
の
見
解
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
政
府
は
当
事
者
で
は
な
い
た
め
、
判
決
に
つ
い
て
見
解
を
述
べ
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い

が
、
原
子
力
発
電
所
の
安
全
性
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
専
門
的
判
断
に
委
ね
、
同
委
員
会
に
よ
り
核
原
料
物

質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
四
十
三
条
の
三
の
六
第

一
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
て
い
る
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基

準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
五
号
）
等
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の

判
断
を
尊
重
し
原
子
力
発
電
所
の
再
稼
働
を
進
め
る
。


